
ご家族の自動車保険を２台以上
まとめてご契約（団体扱ミニフリート）

いただくと保険料の割引が
適用されます!

引受保険会社:

■団体扱の対象となる方の範囲（契約者・記名被保険者・車両所有者）や団体扱特約失効時の取扱いについては、代理店までお問い合わせ
ください。

■現在のご契約を団体扱ミニフリートにまとめる際に、現在のご契約を解約していただく場合があります。また、解約返還保険料の計算が、
現在のご契約が他の保険会社等の場合はケースによって「短期率計算」および「月割計算」、東京海上日動の場合は「月割計算」となる
ことや、ノンフリート等級の進行時期の遅延等、お客様に不利益になることがあります。

■「別居の扶養親族」が記名被保険者となるお車は、「団体扱」の対象ですが、「団体扱ミニフリート」の対象外となります。
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ご契約台数

３％割引２台

４％割引３台～５台

６％割引６台以上

割引率

割引率

割引率

左記以外別居の
非扶養親族

別居の
扶養親族同居の親族配偶者*3契約者ご契約できるパターン

××〇〇〇〇記名被保険者の範囲
団体扱

××〇〇〇〇車両所有者の範囲

×××〇〇〇記名被保険者の範囲団体扱
ミニフリート*2

まずはお見積り! ぜひこの機会に代理店にご相談ください。各種保険のご相談も承ります!
お気軽にご連絡ください。

*2 「団体扱ミニフリート」は、同一契約者名で２台以上の自動車を当社に団体扱で同時にご契約いただき「ノンフリート多数割引」を適用す
る契約方式です。各契約の始期日・保険期間・払込方法・取扱代理店が同じであることが条件となります。一部の特約を除き、始期日時点
のご契約台数に応じて、上記割引率（ノンフリート多数割引）が適用されます。

*3 配偶者の定義についての詳細は、「パンフレット兼重要事項説明書」をご確認いただくか、代理店または東京海上日動までお問い合わせく
ださい。

さらに!

約 %

団体扱契約は
一般扱契約に比べて

適用!!
*1

トータルアシスト自動車保険

団体扱自動車保険のご案内

家族の自動車保険料も割安に
なるとは知りませんでした!

東京都人材支援事業団 会員の皆様へ

*1 東京都人材支援事団の団体扱割引は14％です。団体扱割引14％は、保険期間の始
期日が２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日までの契約に適用されます。
割引率は、団体の損害率等により毎年見直されます。団体扱一時払は一般契約一
時払に比べて５％割安です。団体扱分割払は一般契約と異なり分割割増がかから
ないので約５％割安となります。

※上記割引率は、次のとおり、団体扱割引等を連算して算出しております。
一時払の場合:１ー｛（１ー団体扱割引・１４％）×（１ー団体扱一時払割引分・５％）｝
分割払の場合:１ー｛（１ー団体扱割引・１４％）÷（１＋一般契約分割割増分・５％ ）｝




